
第78期
定時株主総会
招集ご通知

開催
日時

2025年６月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

開催
場所

神奈川県横浜市金沢区福浦1-1-1
横浜テクノタワーホテル
３階 麗峰
※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

決議事項

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）９名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選
任の件

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬額決定の件

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定
の件

第８号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外
取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の件

守谷輸送機工業株式会社
証券コード：6226

書面またはインターネットによる議決権行使期限
2025年６月25日（水曜日）午後５時まで
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証券コード 6226
2025年６月10日

（電子提供措置の開始日2025年６月４日）
株 主 各 位

横浜市金沢区福浦一丁目14番地９
守 谷 輸 送 機 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 守 谷 貞 夫

第78期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第78期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第78期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://moriya-elevator.co.jp/ir/library/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025
年６月25日（水曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

1. 日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

2. 場 所 横浜市金沢区福浦１丁目１番１号
横浜テクノタワーホテル ３階 麗峰

3. 目的事項
報告事項 第78期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び

計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第８号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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詳細は、次ページ「インターネットによる議決権行使のご案内」をご覧ください。

― 3 ―

議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
ご行使いただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席いただけない場合

書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも
のとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年６月 25 日（水曜日）午後 ５時到着

インターネットによる議決権行使の場合
当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）に
アクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2025年６月 25 日（水曜日）午後 ５時まで

当日ご出席いただける場合

株主総会にご出席の場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年６月 26 日（木曜日）午前 10 時

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
１. 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有
効とさせていただきます。

２. インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて
いただきます。
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議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

1.
2.

3.

ログインＩＤ
仮パスワード

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用ＱＲ
コード」はこちら

入力後、「ログイン」をクリック
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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権をご行使される場合は、2025年６月25日（水曜日）午後５時までに、パソコン、
スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただき
ますようお願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネットによる議決
権行使のお手続きはいずれも不要です。

ＱＲコードを読み取る方法 ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法

スマートフォンでＱＲコードを読み取っていた
だくことで、ログインＩＤ・パスワードの入力
が不要になります。

１. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログイン用ＱＲコード」を読み取ってくださ
い。

２. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録
商標です。

議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）

１. パソコン、スマートフォンから、上記の議決権
行使サイトにアクセスしてください。

２. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入
力ください。

３. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点
(1) インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。
(2) パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使

サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
(3) パソコン、スマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、

株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（通話料無料） 受付時間 午前９時〜午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題の一つとして認識し、将来の事業展開と経営体

質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、剰余金の配当を安定かつ継続的に実施するこ
とに加え、業績向上に伴って剰余金配当の内容を充実していくことを剰余金配分についての基
本方針として位置付けております。
上記の方針のもと、当期の期末配当につきましては、１株当たり28円とさせていただきた

いと存じます。
これにより中間配当金10円と合わせた年間配当金は１株当たり38円となります。

1. 配当財産の種類
金銭といたします。

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 28円
配当総額 492,327,024円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月27日
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第２号議案 定款一部変更の件
現行の定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

１．定款変更の理由
（1）監査等委員会設置会社への移行

当社は、コーポレートガバナンスのさらなる強化を経営の重要課題と捉え、以下を目的
として監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。
①経営の透明性の向上

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性
の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダー
の期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。
②意思決定の迅速化

取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督
のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ります。

（2）資本政策及び配当政策の機動的遂行
資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款変更案のとおり、

第41条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第６条
（自己株式の取得）、第47条（期末配当金）及び第48条（中間配当金）を削除するもので
す。

２．変更の内容
定款の変更内容は次のとおりであります。
なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するもの

といたします。
（下線部が変更箇所であります。）

現行定款 変更案
第１章 総 則

第１条〜第２条（条文省略）

（本店の所在地）
第３条 本会社は本店を神奈川県横浜市金沢区に置

く。
ただし、必要に応じて支店または出張所を

設けることが出来る。

第１章 総 則

第１条〜第２条（現行どおり）

（本店の所在地）
第３条 本会社は本店を神奈川県横浜市金沢区に置

く。
ただし、必要に応じて支店または出張所を設
けることができる。
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現行定款 変更案
第４条（条文省略）

第２章 株 式

第５条（条文省略）

（自己株式の取得）
第６条 本会社は、取締役会決議によって市場取引

等により自己株式を取得することができる。

第４条（現行どおり）

第２章 株 式

第５条（現行どおり）

＜削除＞

第７条〜第11条（条文省略）

第３章 株主総会

第12条〜第15条（条文省略）

第６条〜第10条（条数繰上げ。条文省略）

第３章 株主総会

第11条〜第14条（条数繰上げ。条文省略）

（決議の方法）
第16条 株主総会の決議は法令または定款に別段の

定めある場合を除き、出席した議決権を行使
することが出来る株主の議決権の過半数をも
ってこれを決する。

２．会社法第309条第２項の定めによる決議は
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権
を行使することが出来る株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席しその議決権の
３分の２以上をもって行う。

第17条（条文省略）

第４章 取締役および取締役会

第18条（条文省略）

（取締役の員数）
第19条 本会社の取締役の員数は、12名以内とす

る。

（決議の方法）
第15条 株主総会の決議は法令または定款に別段の

定めある場合を除き、出席した議決権を行使
することができる株主の議決権の過半数をも
ってこれを決する。

２．会社法第309条第２項の定めによる決議は
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権
を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席しその議決権の
３分の２以上をもって行う。

第16条（条数繰上げ。条文省略）

第４章 取締役および取締役会

第17条（条数繰上げ。条文省略）

（取締役の員数）
第18条 本会社の取締役（監査等委員であるものを

除く。）の員数は、12名以内とする。
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現行定款 変更案
＜新設＞ ２．本会社の監査等委員である取締役（以下

「監査等委員」という。）の員数は、４名以内
とする。

（取締役の選任）
第20条 取締役は、株主総会において選任する。

２．（条文省略）
３．（条文省略）

（代表取締役および役付取締役）
第21条 本会社は、取締役会の決議によって、代表

取締役を選定する。

２．（条文省略）
３．取締役会は、その決議によって取締役社長
１名を選定し、取締役会長１名および取締役
副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができる。

（取締役の任期）
第22条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする。

＜新設＞

（取締役の選任）
第19条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役

とを区別して株主総会において選任する。
２．（現行どおり）
３．（現行どおり）

（代表取締役および役付取締役）
第20条 本会社は、取締役会の決議によって、監査

等委員でない取締役の中から代表取締役を選
定する。

２．（現行どおり）
３．取締役会は、その決議によって、監査等委
員でない取締役の中から取締役社長１名を選
定し、取締役会長１名および取締役副社長、
専務取締役、常務取締役各若干名を選定する
ことができる。

（取締役の任期）
第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする。

２．前項の規定にかかわらず、監査等委員の任
期は、選任後２年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。

２．補欠または増員によって選任された取締役
の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべ
き時までとする。

３．補欠または増員によって選任された監査等
委員でない取締役の任期は、他の監査等委員
でない在任取締役の任期の満了すべき時まで
とする。
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現行定款 変更案
＜新設＞

＜新設＞

４．任期満了前に退任した監査等委員の補欠と
して選任された監査等委員の任期は、退任し
た監査等委員の任期の満了する時までとする。

５． 会社法第329条第３項に基づき選任された
補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期
間は、当該決議によって短縮されない限り、
選任後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の開始の時ま
でとする。

第23条（条文省略）

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役および各

監査役に対し、会日の3日前までに発する。た
だし、緊急の場合には、この期間を短縮する
ことができる。

第22条（条数繰上げ。条文省略）

（取締役会の招集通知）
第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、

会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場
合には、この期間を短縮することができる。

（取締役会の決議の方法）
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席

し、出席した取締役の過半数をもって行う。

（取締役会の決議の省略）
第26条 本会社は取締役の全員が取締役会の決議事

項について書面または電磁的記録により同意
したときは、当該決議事項を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみなす。ただし、
監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

（取締役会の決議の方法）
第24条 取締役会の決議は、議決に加わることがで

きる取締役の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。

（取締役会の決議の省略）
第25条 本会社は取締役の全員が取締役会の決議事

項について書面または電磁的記録により同意
したときは、当該決議事項を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみなす。
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現行定款 変更案
＜新設＞

（取締役会の議事録）
第27条 取締役会における議事の経過の要領および

その結果ならびにその他法令で定める事項は、
議事録に記載または記録し、出席した取締役
および監査役がこれに記名押印または電子署
名する。

第28条（条文省略）

（業務執行の決定の取締役への委任）
第26条 本会社は、会社法第399条の13第６項の規

定により、取締役会の決議によって重要な業
務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除
く。）の決定の全部または一部を取締役に委任
することができる。

（取締役会の議事録）
第27条 取締役会における議事の経過の要領および

その結果ならびにその他法令で定める事項は、
議事録に記載または記録し、出席した取締役
がこれに記名押印または電子署名する。

第28条（現行どおり）

（取締役の報酬等）
第29条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によっ

て定める。

第30条（条文省略）

（取締役の報酬等）
第29条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によっ

て、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別
して定める。

第30条（現行どおり）

第５章 監査役および監査役会

（監査役および監査役会の設置）
第31条 本会社は監査役および監査役会を置く。

（監査役の員数）
第32条 本会社の監査役の員数は、４名以内とする。

第５章 監査等委員会

（監査等委員会の設置）
第31条 本会社は監査等委員会を置く。

＜削除＞
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現行定款 変更案
（監査役の選任）
第33条 監査役は、株主総会において選任する。

２．監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う。

３．本会社は、会社法第329条第３項の規定に
より、法令に定める監査役の員数を欠く事と
なる場合に備えて、株主総会において補欠監
査役を選任することができる。

＜削除＞

（監査役の任期）
第34条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする。

２．任期満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は退任した監査役の
任期の満了すべき時までとする。

３．会社法第329条第３項に基づき選任された
補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、
選任後４年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時まで
とする。

４．前項の補欠監査役が監査役に就任した場合
の任期は、退任した監査役の任期の満了する
時までとする。ただし、選任後４年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時を超えることはできない。

＜削除＞

（常勤監査役）
第35条 監査役会は監査役の中から常勤監査役を選
定する。

＜削除＞
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現行定款 変更案
（監査役会の招集通知）
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし、緊急の
場合には、この期間を短縮することができる。

（監査等委員会の招集通知）
第32条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員

に対し、会日の３日前までに発する。ただし、
緊急の場合には、この期間を短縮することが
できる。

（監査役会の決議の方法）
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

（監査等委員会の決議の方法）
第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わること

ができる監査等委員の過半数が出席し、その
過半数をもって行う。

（監査役会の議事録）
第38条 監査役会における議事の経過の要領および

その結果ならびにその他法令で定める事項は
議事録に記載または記録し、出席した監査役
がこれに記名押印または電子署名する。

（監査役会規程）
第39条 監査役会に関する事項は法令または定款に

定めるもののほか監査役会において定める監
査役会規程による。

（監査等委員会の議事録）
第34条 監査等委員会における議事の経過の要領お

よびその結果ならびにその他法令で定める事
項は議事録に記載または記録し、出席した監
査等委員がこれに記名押印または電子署名す
る。

（監査等委員会規程）
第35条 監査等委員会に関する事項は法令または定

款に定めるもののほか監査等委員会において
定める監査等委員会規程による。

（監査役の報酬等）
第40条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって

定める。

（監査役の責任免除）
第41条 本会社は、取締役会の決議によって、監査

役（監査役であった者を含む。）の会社法第
423条第１項の賠償責任について、法令に定
める要件に該当する場合には、賠償責任額か
ら法令に定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として免除することができる。

＜削除＞

＜削除＞
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現行定款 変更案
２．本会社は監査役との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、当該契
約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定め
る最低責任限度額とする。

第６章 会計監査人

（会計監査人の設置）
第42条 当会社は会計監査人を置く。

第43条〜第44条（条文省略）

（会計監査人の報酬等）
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査

役会の同意を得て定める。

第６章 会計監査人

（会計監査人の設置）
第36条 本会社は会計監査人を置く。

第37条〜第38条（条数繰上げ、条文省略）

（会計監査人の報酬等）
第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査

等委員会の同意を得て定める。

第７章 計 算

第46条（条文省略）

（期末配当金）
第47条 本会社は株主総会の決議により毎年３月31

日の最終の株主名簿に記載または記録された
株主または登録質権者に対して金銭による剰
余金の配当（以下「期末配当金」という。）を
行う。

（中間配当金）
第48条 本会社は、取締役会の決議によって、毎年

９月30日の最終の株主名簿に記載または記録
された株主または登録株式質権者に対し、会
社法第454条第５項に定める剰余金の配当
（以下「中間配当金」という。）をすることが
できる。

第７章 計 算

第40条（条数繰上げ、条文省略）

＜削除＞

＜削除＞
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現行定款 変更案
＜新設＞ （剰余金の配当等の決定機関）

第41条 本会社は、取締役会の決議によって、会社
法第459条第１項各号に掲げる事項を定める
ことができる。

２．本会社は、毎年３月31日または９月30日の
最終の株主名簿に記載または記録された株主
または登録株式質権者に対し、金銭による剰
余金の配当（以下「配当金」という。）をする
ことができる。

（期末配当金等の除斥期間）
第49条 期末配当金および中間配当金が支払開始日

から満３年を経過しても受領されないときは、
本会社はその支払い義務を免れる。

２．未払いの期末配当金および中間配当金には
利息はつけない。

（配当金の除斥期間）
第42条 配当金が支払開始日から満３年を経過して

も受領されないときは、本会社はその支払い
義務を免れる。

２．未払いの配当金には利息はつけない。

（附則）
＜新設＞

＜新設＞

（附則）
（監査役の責任免除に関する経過措置）

１．本会社は、第78期定時株主総会終結前の行
為に関する監査役（監査役であった者を含
む。）の会社法第423条第１項の賠償責任につ
いて、法令に定める要件に該当する場合には、
取締役会の決議によって、賠償責任額から法
令に定める最低責任限度額を控除して得た額
を限度として免除することができる。

２．第78期定時株主総会終結前の行為に関する
会社法第423条第１項所定の監査役（監査役
であった者を含む。）の賠償責任を限定する契
約については、なお同定時株主総会の決議に
よる変更前の定款第41条の定めるところによ
る。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役９名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社は第２号議案

「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）９

名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員
会から適切である旨の答申を受けております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものと

いたします。
取締役候補者の専門性と経験等については22頁をご参照ください。

候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

１

もりや さだお

守谷 貞夫
1940年12月16日生

再任

1964年 ４月 ㈱神戸製鋼所入社
1969年 12月 当社入社 社長室長
1970年 ４月 当社常務取締役
1974年 ９月 当社専務取締役
1983年 ６月 当社代表取締役社長
2023年 ４月 当社代表取締役社長兼営業本部長
2023年 ６月 当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
上海守谷電梯有限公司（子会社）董事

1,515,700株

【候補とした理由】 守谷貞夫氏は、1983年６月から当社代表取締役社長として当社の業績向上を
牽引してきたことから、経営全般に関する幅広い知見や豊富な経験・実績を有しており、当社の監督
を適切に行うことができることを期待しております。当社は、引き続き同氏の経験と実績を経営に活
かしたいため、取締役候補者といたしました。

２

きとう じゅん

鬼頭 淳
1972年８月12日生

再任

1996年 ４月 当社入社
2010年 ４月 当社工事部長
2012年 ７月 当社取締役工事部長
2013年 10月 当社取締役工事部長兼製造部長
2018年 ４月 当社取締役製造部長兼購買積算部長
2020年 ４月 当社取締役生産本部長兼製造部長
2023年 ６月 当社常務取締役兼技術本部、生産本部、

船舶・サービス本部 管掌
船舶・サービス本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
東京エレベータ工業協同組合 理事

34,200株

【候補とした理由】 鬼頭淳氏は、工事部門及び製造部門の業務経験を豊富に有しており、取締役会
や社内の各種会議等においてその豊富な経験を基に意見、提言等を行っております。当社は、引き続
き同氏の経験と実績を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

３

ふなばし ひろゆき

舟橋 裕之
1963年３月２日生

再任

1985年 ４月 ㈱セイワ企画入社
1986年 ９月 当社入社
2010年 ４月 当社船舶部長
2012年 ７月 当社取締役船舶部長
2014年 ７月 当社取締役船舶部長兼購買積算部長
2017年 ４月 当社取締役船舶部長兼大阪支店長
2020年 ４月 当社取締役営業副本部長兼

大阪支店長(現任)

37,700株

【候補とした理由】 舟橋裕之氏は、営業部門の業務経験を豊富に有しており、取締役会や社内の各
種会議等において、その豊富な経験を活かして、意見、提言等を行っております。当社は、引き続き
同氏の経験と実績を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしました。

４

さくらい ともかず

櫻井 智一
1972年12月21日生

再任

1996年 ４月 当社入社
2015年 10月 当社技術部長
2017年 ５月 当社取締役技術部長
2020年 ４月 当社取締役技術本部長兼設計部長
2023年 ４月 当社取締役技術本部長
2024年 ４月 当社取締役技術本部長兼技術研修部長

(現任)

29,200株

【候補とした理由】 櫻井智一氏は、技術設計部門の業務経験を豊富に有しており、取締役会や社内
の各種会議等において、その豊富な経験を活かして、意見、提言等を行っております。当社は、引き
続き同氏の経験と実績を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしました。

５

つちや ひろし

土屋 寛
1963年２月８日生

再任

1985年 ４月 ㈱横浜銀行入行
2009年 ７月 同行大島支店長
2012年 10月 同行リスク統括部

コンプライアンス委員会事務局長
2017年 10月 当社出向
2018年 11月 当社入社
2020年 ４月 当社総務部長
2020年 ６月 当社取締役管理本部長兼総務部長
2025年 ４月 当社取締役管理本部長(現任)
（重要な兼職の状況）
上海守谷電梯有限公司（子会社）董事

19,585株

【候補とした理由】 土屋寛氏は、金融機関での経験や財務会計及び人事労務の業務経験を豊富に有
しており、取締役会や社内の各種会議等において、その豊富な経験を活かして、意見、提言等を行っ
ております。当社は、引き続き同氏の経験と実績を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしま
した。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

６

つちや たかひろ

土屋 貴弘
1972年９月12日生

再任

1996年 ４月 平和地所㈱ 入社
1999年 ４月 川本工業㈱ 入社
2004年 ５月 当社入社
2010年 ４月 当社第二営業統括部 課長
2014年 ４月 当社第二営業統括部 次長
2017年 ４月 当社東京支店長
2023年 ６月 当社取締役営業本部長兼東京支店長

(現任)

25,700株

【候補とした理由】 土屋貴弘氏は、営業部門の業務経験を豊富に有しており、取締役会や社内の各
種会議等において、その豊富な経験を活かして、意見、提言等を行っております。当社は、引き続き
同氏の経験と実績を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしました。

７

や べ たくみ

矢部 匠
1979年７月28日生

再任

1999年 ４月 ㈱日成（現㈱協和日成）入社
2005年 ９月 当社入社
2010年 ４月 当社工事部 課長
2013年 10月 当社工事部 次長
2016年 ４月 当社工事部長
2023年 ６月 当社取締役生産本部長兼製造部長

上海守谷電梯有限公司（子会社）担当
（現任）

18,700株

【候補とした理由】 矢部匠氏は、生産・工事部門の業務経験を豊富に有しており、取締役会や社内
の各種会議等において、その豊富な経験を活かして、意見、提言等を行っております。当社は、引き
続き同氏の経験と実績を経営に活かしたいため、取締役候補者といたしました。

８

こかじ きよし

小梶 清司
1947年10月23日生

再任
社外

独立役員

1970年 ４月 ㈱日本興業銀行入行
1995年 ６月 同行京都支店長
1997年 ６月 日本相互証券㈱取締役営業本部部長
2004年 ６月 同社専務取締役管理本部長
2006年 ６月 ㈱日本国債清算機関（現㈱日本証券ク

リアリング機構)代表取締役社長
2021年 ３月 当社取締役（現任）

−

【社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要】 小梶清司氏は、既に４年間当社の社外取
締役として、金融機関での勤務や企業経営の経験を基に取締役会や社内の各種会議等において、公正
かつ客観的な立場に立って適切な意見を頂いております。当社は、引き続き経営への助言・監督を通
して、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与していただくことを期待して、社外取締役候補者
といたしました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

９

うちだ くにひこ

内田 邦彦
1952年２月２日生

再任
社外

独立役員

1979年 ４月 弁護士登録、熊倉洋一法律事務所入所
1983年 ４月 内田邦彦法律事務所開設

（現在に至る）
2017年 ４月 神奈川県労働委員会公益委員

横浜地方裁判所・簡易裁判所調停委員
2021年 ３月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士 内田邦彦法律事務所 所長

−

【社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要】 内田邦彦氏は、直接企業経営に関与さ
れた経験はございませんが、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、既に４年間
当社の社外取締役として、特にコンプライアンス面において、取締役会や社内の各種会議等におい
て意見、提言などを頂いております。当社は、同氏の知識や経験を当社の経営の監督等に活かして
いただくことを期待して、社外取締役候補者といたしました。

(注)1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小梶清司氏及び内田邦彦氏は社外取締役候補者であります。
3. 小梶清司氏及び内田邦彦氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年３ヶ月となり
ます。

4. 当社は小梶清司氏及び内田邦彦氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。

5. 鬼頭淳氏は、2025年5月に東京エレベータ工業協同組合の理事を退任予定です。
6. 当社は、社外取締役候補者の小梶清司氏及び内田邦彦氏との間に会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の責任につき、善意で過失がないときは、同法第425条第１項各号の定
める額の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。両氏が再任され
た場合には、当該契約を継続する予定であります。

7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することとなる損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。
各候補者は取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当
該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に

移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会から適切である

旨の答申を受けており、並びにあらかじめ監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものと

いたします。
取締役候補者の専門性と経験等については22頁をご参照ください。

候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

１

まつば としひろ

松葉 敏宏
1955年11月18日生

新任

1979年 ４月 ㈱横浜銀行入行
2003年 10月 同行町田支店長
2005年 ９月 ㈱京浜予防医学研究所出向 常務取締役
2005年 10月 (一財)京浜保健衛生協会常務理事
2006年 ５月 医療法人社団愛成会京浜総合病院 理事
2006年 ６月 ㈱ホスピア取締役
2006年 ６月 ㈱ジャパンメディカル取締役
2006年 ６月 ㈱ハートメディカル取締役
2006年 ７月 ㈱京浜予防医学研究所専務取締役
2009年 ６月 横浜振興㈱常務取締役
2012年 ６月 横浜商事㈱代表取締役社長
2012年 ６月 横浜不動産情報㈱監査役
2019年 ８月 当社顧問
2019年 ９月 当社常勤監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
上海守谷電梯有限公司（子会社）監事

5,000株

【候補とした理由】 松葉敏宏氏は、金融機関における長年の経験により培われた財務・会計に関す
る知見と一般事業会社での役員として企業経営の経験を有しております。当社は、同氏の経験と知見
を企業価値の向上に活かしたいため、監査等委員である取締役候補者といたしました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

２

かきうち あきら

垣内 晃
1953年６月５日生

新任
社外

独立役員

1977年 ４月 郵政省（現総務省）入省
1994年 ７月 同省九州郵政局建設部長
1998年 ７月 簡易保険福祉事業団(現日本郵政㈱)出向

建設部長
2000年 ７月 郵政省建築部主任建築技術官
2003年 ４月 日本郵政公社(現日本郵政㈱)

オペレーション部専門役
2003年 ７月 海光電業㈱技術顧問
2005年 ８月 東光電気工事㈱執行役員
2013年 ６月 同社顧問
2015年 ６月 同社常勤監査役
2017年 ７月 当社非常勤顧問
2019年 ３月 公益財団法人NSG財団事務局長
2019年 ９月 当社監査役（現任）

5,000株

【監査等委員である社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要】 垣内晃氏は、2019年9
月から当社の監査役を務めており、長年にわたる郵政省（現日本郵政㈱）での経験と事業会社におけ
る監査役の経験により培われた見識をもって、当社の監査を行っております。当社は、同氏が業務執
行に対する独立した立場から、監査等委員として経営の監督強化を期待して、監査等委員である社外
取締役候補者といたしました。

３

わきさか まもる

脇阪 守
1950年４月21日生

新任
社外

独立役員

1973年 ４月 日興證券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社
1993年 ２月 同社第一引受部長
1998年 ２月 同社投資銀行本部副本部長
2001年 ３月 同社執行役員業務管理本部長
2002年 ３月 同社取締役コンプライアンス本部長
2003年 ３月 同社執行役員コンプライアンス本部長
2004年 ３月 同社常務執行役員コンプライアンス本部長
2005年 ４月 日興アイ・アール㈱監査役
2005年 ６月 日興システムソリューションズ㈱監査役
2005年 10月 マネックス・ビーンズ証券㈱

(現マネックス証券㈱)執行役員
2006年 １月 同社取締役投資銀行本部長
2008年 ６月 マネックス・オルタナティブ

・インベストメンツ㈱取締役
2008年 ６月 ＷＲハンブレクト・ジャパン㈱取締役
2008年 ６月 トレード・サイエンス㈱監査役
2019年 ２月 当社非常勤顧問
2020年 ６月 当社監査役（現任）

5,000株

【監査等委員である社外取締役候補とした理由及び期待される役割の概要】 脇阪守氏は、2020年6
月から当社の監査役を務めており、長年にわたる金融機関での経験と事業法人での企業経営者として
の見識をもって、当社の監査を行っております。当社は、同氏が監査等委員として、その経験と知見
を経営の監督強化に活かすことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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(注)1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 垣内晃氏と脇阪守氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は垣内晃氏及び脇阪守氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。

4. 当社は、松葉敏宏氏、垣内晃氏及び脇阪守氏との間で、当社定款に基づき、法令に定める額を限度
として損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、3名の選任が承認された場合、各氏
との間で当該契約と同等の内容の契約を新たに締結する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することとなる損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。
各候補者は監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとな
ります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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株主総会参考書類（ご参考）
第３号議案及び第４号議案が承認された場合の各取締役に当社が期待する専門性は次のとおりです。

（スキルマトリックス）

氏 名 企業
経営

業界の
知見

財務
会計

法務・
リスク
マネジ
メント

人事
労務

製造/
技術/
開発

営業・
マーケ
ティン
グ

ＩＴ/
ＤＸ

グロー
バル

取

締

役

守谷 貞夫 ● ● ● ● ● ● ● ●

鬼頭 淳 ● ● ● ● ● ● ● ●

舟橋 裕之 ● ● ● ●

櫻井 智一 ● ● ● ● ● ●

土屋 寛 ● ● ● ● ●

土屋 貴弘 ● ● ●

矢部 匠 ● ● ● ●

小梶 清司
社外
独立 ● ● ● ●

内田 邦彦
社外
独立 ● ●

監査
等委
員で
ある
取締
役

松葉 敏宏 ● ● ● ● ● ●

垣内 晃
社外
独立 ● ● ● ●

脇阪 守
社外
独立 ● ● ● ● ●

(注) 取締役(候補者)、監査等委員である取締役(候補者)の有する全てのスキルを表すものではありません。
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第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ

移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる
場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
なお、本議案に関しましては社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会から適切である

旨の答申を受けており、並びにあらかじめ監査役会の同意を得ております。
また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、当社の監査等委員会の同意を得て、取

締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものと

いたします。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株式の数

くらがき とよあき

倉垣 豊明
1951年４月26日生

1974年 ４月 ㈱石勝エクステリヤ 入社
1978年 ２月 同社 退職
1979年 ９月 岡田税務会計事務所 入社
1982年 12月 税理士試験 合格
1983年 ９月 岡田税務会計事務所 退職
1998年 10月 倉垣税理士事務所 開業 代表
2012年 ９月 常磐電業㈱ 監査役（現任）
2020年 ９月 ㈱コンパス 監査役（現任）
2023年 ５月 税理士法人ＫＵＲＡＧＡＫＩ設立

同社員（現在に至る）
2023年 ７月 ㈱アイテック 監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
常磐電業㈱ 監査役
㈱コンパス 監査役
㈱アイテック 監査役

−

【補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】倉垣豊明氏は、税理士として
の専門的な知識・経験と経営に関する高い見識を有しておりこれらの専門的な知識・経験を当社の経営に活か
していただくため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。就任後は税
理士としての専門的な知見を活かし、経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化のため尽力いただく
ことを期待します。
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(注)1. 補欠の監査等委員である取締役候補者の倉垣豊明氏が所属している税理士事務所と当社は、第73期
及び第74期において個別取引がありましたが、当社の「社外役員の独立性判断基準」に則って、補
欠の監査等委員である社外取締役としての独立性に影響はないと判断しております。
こちらを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2. 倉垣豊明氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
なお、就任した場合、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

3. 当社は、倉垣豊明氏の選任が承認され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社定款に基づ
き、法令に定める額を限度として損害賠償責任を限定する責任限定契約を新たに締結する予定であ
ります。

4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することとなる損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。
候補者は監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり
ます。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
当社の取締役の報酬額は、2021年３月15日開催の当社臨時株主総会において年額420百万

円以内とご承認いただき今日に至っております。
今般、当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設

置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の報酬額を設定するため、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、経済
情勢等諸般の事情も考慮して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額
420百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）と定めることとさせていただきた
いと存じます。
本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の

取締役会において、事業報告39頁に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
つき、対象者を「取締役」としている部分は、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」
と変更することを予定しております。
本議案は、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるためにも必要なもので

あり、また、経済情勢、当社の規模、取締役の人数及び他社水準等を勘案のうえ、合理的な範
囲で取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠を決定するものであり、また、社外
取締役が過半数を占める指名・報酬委員会から適切である旨の答申を受けておりますので必要
かつ相当な内容であると判断しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用

人分給与は含まないものといたしたいと存じます。第２号議案「定款一部変更の件」及び第３
号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認可決さ
れますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名(うち社外取締役２名）となりま
す。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものと

いたします。
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第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ

移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責

任を考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定めることとさせて
いただきたいと存じます。
本議案は、監査等委員である取締役の職責及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬額の水準等を勘案のうえ、合理的な範囲で監査等委員である取締役の報酬枠を決定する
ものであり、必要かつ相当な内容であると判断しております。
第２号議案「定款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」

が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は３名となります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものと

いたします。

2025年05月27日 18時04分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 27 ―

第８号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬額は、2021年３月15日開催の当社臨時株主総会において年額420百万
円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認いただいており
ます。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様

との一層の価値共有を進めることを目的として、2024年６月27日開催の第77期定時株主総会
において、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、上記報酬枠とは別枠で、各事業年度
において割り当てる一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普
通株式（以下「譲渡制限付株式」という。）の付与のために支給する金銭報酬債権を年額100
百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を年40,000株とすること
をご承認いただいております。
今般、当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置

会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役、社

外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給
する金銭報酬債権の総額をこれまでの取締役（社外取締役を除く。）に対する同金銭報酬債権
の総額と同様に、第６号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件」
と別枠にて、年額100百万円以内といたしたいと存じます。なお、各対象取締役への具体的な
支給時期及び配分は、取締役会において決定することといたします。
なお、第２号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監査等委員である取締役

を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象取締役は７名となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権

の全部を現物出資財産として払込み、当社の譲渡制限付株式について発行または処分を受ける
ものとし、これにより各事業年度において発行または処分をされる当社の譲渡制限付株式の総
数をこれまでと同様に年40,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普
通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合が行われた場合そ
の他これらの場合に準じて譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総数
の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整することができる。）
といたします。
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なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所
における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値）を基礎として当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定いたします。また、これによる当社の譲渡制限付株
式の発行または処分及びその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と
対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」とい
う。）を締結することを条件といたします。
本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の

取締役会において、事業報告39頁に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につ
き、対象者を「取締役」としている部分は、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」と
変更することを予定しております。
本議案は、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるためにも必要なもので

あり、また、経済情勢、当社の規模、取締役の人数及び他社水準等を勘案のうえ決定するもの
であり、また、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会から適切である旨の答申を受け
ておりますので必要かつ相当な内容であると判断しております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものと

いたします。

対象取締役との間で締結する本割当契約の内容は以下の内容を含むものとします。

(1)譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、

執行役員のいずれの地位からも退任するまでの間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該
取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に
対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をする
ことができない（以下、「譲渡制限」という。）。
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(2)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に

到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員のいずれの地位
からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式
を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡

制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこ
れを当然に無償で取得する。

(3)譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に

到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員のいずれかの
地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点を
もって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日

以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員の
いずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を
解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株

式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、
当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役
会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間満了時点より前に到来
するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。）であって、かつ当該組織再編等に伴
い譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が当社の取締役、執行役員のいずれの地位からも
退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組
織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織
再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、
同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

以 上
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事 業 報 告
（2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

1. 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、個人消費の一部に足踏みが残るものの、雇用や企業収
益は改善の動きがみられるなど、緩やかな回復基調となりました。その一方で、物価上昇の
継続による消費者心理の下振れや、アメリカの政策動向による影響が、わが国の景気を下押
しするリスクとなっており、経済の先行きには、注意を要する状況が続いております。
このような状況のもと、当社の荷物用エレベーターの製造・販売においては、いわゆる

2024年問題や技術労働者不足等により工事発注が先送りされる案件があったものの、大型
化が進む物流施設の需要の他に、物流中継地点の倉庫施設、半導体やその周辺産業、データ
センター等の需要が顕在化しつつあることから、引き続き、受注状況は堅調であります。
また、2024年10月には宇都宮工場の増改築工事が完了し、年間600台の生産体制が整い

ました。
保守・修理においては、保守契約台数が7,400台を超え、保守物件の安全かつ安定的な稼

働を確保するため、「計画修理」の積極的な提案営業にも取り組んでまいりました。
また、原価・運用面においては、資材価格の高止まりや、円安による輸入資材価格の上昇

に対し、引き続き、国内調達への切り替えや内製化による原価コントロールを進めるととも
に、人員増強による施工能力・保全能力の拡充にも継続して取り組んでおります。
この結果、当社の「エレベーター（船舶用を除く。）」の売上高は、おおむね順調に推移

し、9,503百万円（前事業年度比2.1％減）となり、このうち、新規設置の売上高は8,374
百万円（前事業年度比0.1％増）、入替の売上高は1,128百万円（前事業年度比15.4％減）と
なりました。なお、設置台数は、新規設置が392台（前事業年度は434台）、入替が23台
（前事業年度は36台）であります。
「保守・修理」の売上高は、保守台数、修理工事ともに順調に推移し、8,994百万円（前事
業年度比23.9％増）となりました。なお、保守・点検契約の新規契約台数は429台（前事
業年度は452台）、再契約台数は53台（前事業年度は46台）、解約・休止台数は152台（前
事業年度は101台）、期末の保守・点検契約台数は7,445台（前事業年度は7,115台）であ
ります。
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「船舶用エレベーター」の売上高は、堅調な受注を背景に937百万円（前事業年度比64.9
％増）となりました。
以上の結果、当事業年度の売上高は19,435百万円（前事業年度比10.9％増）、営業利益

は4,092百万円（前事業年度比57.8％増）、経常利益は4,198百万円（前事業年度比59.7％
増）、当期純利益は2,840百万円（前事業年度比65.3％増）となりました。
なお、当事業年度末における受注残高は21,476百万円(前事業年度末比31.5％増)となり

ました。
また、当社はエレベーター事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略

しております。

（2）設備投資の状況
当事業年度の設備投資の総額は226百万円となりました。その主なものは、製品品質と生

産効率の向上を目的とした宇都宮工場の増改築工事等88百万円、同工場の生産設備90百万
円であります。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）対処すべき課題
国内の荷物用エレベーターにおいては、いわゆる2024年問題等により工事発注が先送り

される案件があったものの、引き続き受注状況は堅調であることから、今後も一定の新設需
要が続き、保守・点検契約の台数についても伸長するものと考えております。
その一方で、物価上昇やアメリカの政策動向の影響、金融資本市場の変動の影響等によ

り、今後、当社のコストが増加する可能性が考えられます。
こうした事業環境のもと、当社が対処すべき主な課題は、以下と考えております。

①販売価格見直しによるコストアップの吸収
輸入資材を含む資材価格の上昇、外注費や運搬費、従業員人件費の上昇等を、自助努力

により吸収することができない場合には、販売価格の見直しを検討してまいります。
②生産能力・据付能力の拡充

堅調な需要に対応していくため、生産設備の更新・合理化投資等を順次行ってまいりま
す。
具体的には、栃木県芳賀郡芳賀町に、焼付塗装工場である(仮称)芳賀工場を新設し、

2026年5月の稼働を目指します。併せて、エレベーターを建物に設置する据付工事の人
員を増員して、受注案件の処理能力を高めてまいります。
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③リニューアル需要（入替・修理）への対応強化
リニューアル需要（入替・修理）へ対応していくため、2025年4月に組織変更をおこ

ない、営業・設計・工事、それぞれの部門について、新たなリニューアル専門の部署を設
置しました。
自社製エレベーターの安全かつ安定的な稼働を確保するために、「計画修理」を積極的

に提案し、保全強化に努めてまいります。
④人材確保の強化

事業の拡大に対応するため、競争力の根幹である優秀な人材の採用を進めてまいりま
す。
具体的には3年連続でのベースアップ等により、従業員の待遇改善を図るとともに、

2024年4月に技術研修部を設置し、社員の基礎教育研修に力を入れてまいります。
また、2024年度に教育・採用担当者の増員をおこない、新卒・中途の積極的な採用を、

更に進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようお願
い申しあげます。

（5）財産及び損益の状況の推移
区 分 第75期

2022年３月期
第76期

2023年３月期
第77期

2024年３月期
（当期）第78期
2025年３月期

売 上 高 （百万円） 13,885 15,416 17,527 19,435

経 常 利 益 （百万円） 1,833 791 2,629 4,198

当 期 純 利 益 （百万円） 1,145 641 1,718 2,840

１株当たり当期純利益 （円） 74.89 37.02 98.41 162.13

総 資 産 （百万円） 12,022 12,766 15,072 17,190

純 資 産 （百万円） 7,253 7,538 9,123 11,487

１株当たり純資産額 （円） 418.47 433.32 521.08 653.32
（注）１．記載金額(１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を除く）は、百万円未満を切り捨て表示して

おります。
２．2021年12月15日開催の取締役会決議により、2022年１月４日付で普通株式１株につき５株の株式

分割を行っておりますが、第75期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利
益及び１株当たり純資産額を算定しております。

３．第75期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を適用
しております。第75期以降の財産及び損益の状況については当該会計基準等を適用した後の数値を記
載しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容
事 業 事 業 内 容

エ レ ベ ー タ ー 事 業 エレベーター等の設計製造・販売、据付及び保守・修理

（8）主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）
名 称 所 在 地

本 社 工 場 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９

サ ー ビ ス セ ン タ ー 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目15番地１

テ ク ニ カ ル セ ン タ ー 神奈川県横浜市神奈川区金港町１番地７ 横浜ダイヤビルディング19階

東 京 支 店 東京都中央区八丁堀三丁目12番８号 ＨＦ八丁堀ビルディング７階

大 阪 支 店 大阪府大阪市西区南堀江一丁目４番19号 なんばスミソウビル３階

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番35号 博多プライムイースト５階

名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中区栄二丁目５番13号 アイ・エスビル８階

宇 都 宮 工 場 栃木県宇都宮市平出工業団地31番８

鳥浜製品管理センター 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町14番地18

（9）従業員の状況（2025年３月31日現在）
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

360名（24名） 24名増（増減なし） 40.4歳 8.3年

（注）１．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数でありま
す。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（パートタイマー、嘱託社員）の直近１年間の平均人員数であ
ります。

（10）主要な借入先
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 39,200,000株

（2）発行済株式総数 17,633,300株（自己株式50,192株を含む）

（3）株主数 3,516名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｍ ２ Ｗ 5,500,000 株 31.28 ％

守 谷 貞 夫 1,515,700 株 8.62 ％

守 谷 順 子 1,330,000 株 7.56 ％

濵 芽 久 実 1,100,000 株 6.25 ％

戸 塚 昌 代 1,050,000 株 5.97 ％

守 谷 和 香 子 1,050,000 株 5.97 ％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 748,800 株 4.25 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 481,600 株 2.73 ％

株 式 会 社 横 浜 銀 行 378,000 株 2.14 ％

ＰＥＲＳＨＩＮＧ−ＤＩＶ．ＯＦ ＤＬＪ ＳＥＣＳ．ＣＯＲＰ． 345,100 株 1.96 ％

(注)持株比率は自己株式（50,192株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、社外取締役及び代表取締役社長である守谷貞夫を除く取締役６名に対して、譲渡

制限付株式報酬として新株式を発行し、普通株式10,300株を交付しました。なお、社外取
締役及び監査役については、該当する事項はありません。
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（6）その他株式に関する重要な事項
①当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主価値の向上を図る
ため、会社法第165条第２項及び定款第６条の定めにより、2024年11月11日開催の取
締役会決議に基づき、2024年11月12日午前８時45分の東京証券取引所の自己株式立会
外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ−３）において買付けの委託を行いました（その他の取引制
度や取引時間への変更は行っておりません。）。当買付により、50,000株（発行済株式総
数に対する割合は0.28％）の自己株式を総額116,350千円で取得いたしました。

②当事業年度における新株予約権の行使により、発行済株式の総数が114,000株、資本金
が15,276千円、資本準備金が15,162千円増加しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日における新株予約権の状況
第１回新株予約権（2021年３月26日発行）
・新株予約権の数

640個
・目的となる株式の種類及び数
普通株式 320,000株（新株予約権１個につき 500株）

・新株予約権の行使価格
１株あたり 267円

・新株予約権の行使期間
2023年３月16日から2031年３月15日まで

・当社取締役の保有する新株予約権の区分別合計
名 称 個 数 保有者数

取 締 役（社外取締役を除く） 第１回新株予約権 40個 2名

2022年１月４日付で行った普通株式１株を５株とする株式分割により、「目的となる株式
の数」及び「新株予約権の行使価格」は調整されております。

（2）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2025年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 守 谷 貞 夫 上海守谷電梯有限公司（子会社）董事

常 務 取 締 役 鬼 頭 淳
技術本部、生産本部、船舶･サービス本部 管掌
船舶・サービス本部長
東京エレベータ工業協同組合 理事

取 締 役 舟 橋 裕 之 営業副本部長兼大阪支店長

取 締 役 櫻 井 智 一 技術本部長兼技術研修部長

取 締 役 土 屋 寛 管理本部長兼総務部長
上海守谷電梯有限公司（子会社）董事

取 締 役 土 屋 貴 弘 営業本部長兼東京支店長

取 締 役 矢 部 匠 生産本部長兼製造部長
上海守谷電梯有限公司（子会社）担当

取 締 役 小 梶 清 司

取 締 役 内 田 邦 彦 弁護士 内田邦彦法律事務所 所長

常 勤 監 査 役 松 葉 敏 宏 上海守谷電梯有限公司（子会社）監事

監 査 役 垣 内 晃

監 査 役 脇 阪 守

（注）１．取締役小梶清司、内田邦彦の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。
２．監査役垣内晃、脇阪守の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。
３．当社は、取締役小梶清司氏、内田邦彦氏、監査役垣内晃氏及び脇阪守氏を株式会社東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役松葉敏宏氏は、金融機関における長年の経験と一般事業会社での役員の経験により培われた財

務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．監査役垣内晃氏は、長年にわたる郵政省（現日本郵政株式会社）での経験と事業会社における監査役

の経験により、会計を含む企業経営における相当程度の知見を有しております。
６．監査役脇阪守氏は、企業経営者としての豊富な経験と監査役としての経験もあり、財務・会計に関す

る相当程度の知見を有しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意

でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号の定める額の合計額を限度として
責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役であり、被保
険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提
起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が

法令違反の行為であることを意識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対
象とならないなど、一定の免責事由があります。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬等は、取締役報酬基準において世間水準、経営内容及び従業員給与とのバ
ランス等を考慮して決定する方針並びに役職に応じた上限額を定めております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬は、2021年３月15日開催の臨時株主総会において、年額420百万円以内

と決議をいただいております。
当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は９名(うち、社外取締役２名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で2024年６月27日開催の定時株主総会において、当社の

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金
銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として決議しております。
2024年6月27日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち、社外取締

役２名）です。
監査役の報酬は、2021年３月15日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内

と決議をいただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち、
社外監査役２名）です。
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③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については2024年6月27日開催の取締役会決議に基づ

き代表取締役社長守谷貞夫が、その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限
の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
守谷貞夫に委任した理由は、当社全体業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行

うには代表取締役社長が最も適しているからです。
④取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等 退職慰労金

取締役（うち
社外取締役）

262,359
（11,580）

180,249
（11,580）

65,847
（−）

16,263
（−） − 9

（2）
監査役（うち
社外監査役）

28,770
（12,510）

28,770
（12,510） − − − 3

（2）
（注）１．役員報酬は、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内かつ報酬に関する諸規程に基づき取締

役会に諮り決定していることから、その個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断し
ております。

⑤取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、

コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、任意
の指名・報酬委員会を設置しております。
また、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」について下記の

とおり、取締役会において決議しております。
１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する報酬体
系とし、金銭報酬である各取締役の役位や職責、業績等を踏まえた固定報酬としての
「基本報酬」及び当社の業績と連動した「業績連動報酬」、並びに株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬である「株式報酬」から構成される。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から固定報酬としての基本報

酬のみとする。
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2．基本報酬の額又はその算定方法の決定方針
取締役（社外取締役を除く。）の基本報酬については、既往実績や他社水準、当社社

員の給与水準等を勘案し、役位ごとに報酬額に一定の幅を持たせる「報酬レンジ」を設
定したうえで、当該レンジの範囲内で職責や遂行能力、担当業務等に応じて決定する。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して

決定する。
３．業績連動報酬の額の算定方法の決定方針
「当期純利益」の一定割合を業績連動報酬の総額の上限としたうえで、業績評価の指
標としては、本業の収益力を端的に示す「償却前営業利益」を用いる。
当該利益の対目標比及び対前年実績比から算出される業績連動係数（変動幅は50％

〜150％）をベースに業績連動報酬の基準額を算定し、その結果については、社員賞与
や他社動向等とのバランスを考慮し一定の範囲で調整できるものとする。
なお、各取締役への配分額決定にあたっては、取締役個人の貢献に報いるため、個人

評価を反映できる仕組みを導入し、一定の範囲で個々の基準額を調整するものとする。
当該事業年度における償却前営業利益は、2,751,069千円です。

４．株式報酬の額の算定方法の決定方針
株式報酬は、原則として退任時に譲渡制限を解除する業績に連動しない「譲渡制限付

株式報酬」とし、株主総会において金銭報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内に
おいて、取締役会決議に基づき、社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」とい
う。）を対象に金銭報酬債権を支給し、支給を受けた取締役は当該金銭報酬債権の全部
を現物出資の方法で給付することにより株式の付与を受けるものとする。
但し、対象取締役の当社株式の保有状況等から付与が本報酬制度の趣旨等に沿わない

と判断される場合には、当該対象取締役に金銭報酬債権の支給及び株式交付しないこと
ができる。
対象取締役に交付する株式数は役位ごとに設定するものとし、株式報酬の額は、当該

株式数に取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値を乗じた金額と
する。
また、上記取締役会決議にあたり、指名・報酬委員会は、その内容及び決定プロセス

等について、本方針並びに別途定める「取締役報酬基準」等との整合性について検証し
たうえ、その結果を取締役会に報告するものとする。
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５．報酬等の種類ごとの割合の決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、各々の報酬の性格並びに事業環境等を勘案しなが

ら役位に順じて決定するものとし、そのおよその目安は、８：２〜７：３の範囲（業績
評価が100％の場合）とする。
また、金銭報酬である基本報酬と業績連動報酬の合計額と非金銭報酬である株式報酬

額の割合については、株式報酬額が株価水準により変動することから、９：１程度を目
安とするものの柔軟な設定・運用を行うこととする。

６．報酬等の支給時期
取締役報酬の改定は、原則として毎年定時株主総会開催の翌月から適用されるものと

し、基本報酬は月額（定期同額）として、また、業績連動報酬についても前事業年度の
業績評価等を反映して決定された額を12等分したうえで、基本報酬と合算し月額均等
で支給されるものとする。
株式報酬については、毎年1回、定時株主総会から１か月以内に開催される株式報酬

にかかる株式の発行（又は処分）を決定する取締役会の決議に基づき支給されるものと
する。

７．報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の基本報酬額及び業績連動報酬額について、取締役会はその決議により、当

社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行うに
最適と認められる代表取締役社長守谷貞夫に、株主総会の決議による報酬額の枠内にお
いて、取締役会の決定した方針に則し決定するよう委任する。
指名・報酬委員会は、その決定プロセス及び結果等について、決定方針等との整合性

を照合し、委任された権限が適切に行使されていることを確認する。
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（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係

社外取締役小梶清司氏は、重要な兼職について該当事項がございません。
社外取締役内田邦彦氏の兼職先である内田邦彦法律事務所と当社の間に重要な取引その

他の関係はありません。
社外監査役垣内晃氏は、重要な兼職について該当事項がございません。
社外監査役脇阪守氏は、重要な兼職について該当事項がございません。

②主要取引先等特定関係事業者との関係
当社が知る限り社外役員の小梶清司氏、内田邦彦氏、垣内晃氏及び脇阪守氏の４名は、

当社又は当社の特定関係事業者の業務実行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）
の配偶者及び、その三親等以内の親族であったことはありません。

③当事業年度における主な活動状況

氏 名 地 位 出席状況、発言状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

小 梶 清 司 社外取締役
当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席し、主に出身分
野である金融機関を通じて培った豊富な経験・見地から、適宜意
見・助言を行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保す
るための適切な役割を果たしております。

内 田 邦 彦 社外取締役
当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席し、主に弁護士
として培った豊富な知識・見地から、意見を述べるなど、社外取締
役として独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言を行っております。

垣 内 晃 社外監査役
当事業年度に開催された取締役会には、20回の全てに出席し、また
監査役会15回の全てに出席し、長年のキャリアから必要に応じて、
当社の経営全般に有用な発言を行っております。

脇 阪 守 社外監査役
当事業年度に開催された取締役会には、20回の全てに出席し、また
監査役会15回の全てに出席し、企業経営に携わった豊富な経験・知
識により経営上有用な指摘、意見を述べております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 31,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、監査役会は会計監査人の監査計画の内容、
職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると
判断し、同意しております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等その他、その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基
づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし

て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 会社の体制及び方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について

取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、原則として取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催
し、法令及び取締役会規程等の社内規程に基づき、会社の重要な業務執行の決定、社長の選
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定及び解職を行うほか、取締役の職務の執行を監督しております。
また、組織の構成と各組織の所掌業務及び権限を定める組織規程、業務分掌規程及び職務

権限規程を策定し、各職位の責任・権限や業務を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適正な
意思決定、効率的な業務執行を行っております。

（2）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、企業倫理・法令遵守の姿勢を明確

にするため、社長直轄のリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理等に関
わる基本方針の審議並びに管理統括をしております。
リスク管理規程を制定し、取締役及び使用人が法令・定款及び当社の基本方針を遵守した

行動をとるための「経営理念」を定め、社長が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝え
ることにより、倫理をもって行動し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底
しております。
内部監査室は、コンプライアンスの遵守状況を監査しております。これらの活動は定期的

に取締役会及び監査役会に報告しております。
法令・定款上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供・相談を行う手段として内

部通報窓口を設置するとともに当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する内部通
報制度規程を制定しております。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、原則として、従業員から部門長へ行う報告から日々の問題点やクレーム等の対応

を確認し、部門長がリスクにつながる事項を発見した場合、ただちに社長又は取締役に報告
を行うことでリスクを確認し、事前防止を図っております。また、リスク管理規程等の社内
規程に基づき、リスク管理を推進するために組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応
を総務部が担当し、情報セキュリティ基本方針を定め、規程類とともに、取締役及び使用人
全員に提示し周知徹底を図ります。
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（4）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び取締役会規程の定めに従い取締役会を原則として毎月１回開催し、取締

役の職務の執行に係る取締役会の議事録を作成し、適切に保管・管理しております。各部署
の業務遂行に伴い決裁権限基準表に従い決裁される案件は、稟議書によって決裁し、適切に
保管・管理しております。また、情報セキュリティ基本方針に従い、情報の適切な保管・管
理を徹底し、情報の漏えいや不適切な利用を防止します。

（5）当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社は、「子会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項については、当社へ報告

し、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管
理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保しております。
子会社は、業務執行については「決裁権限基準表」等の規程によって、それぞれの権限を

定めて職務の効率化を図っております。
当社内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施し、監査の結果

は当社の代表取締役社長に報告を行います。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、監査役の業務補

助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交
換を行います。

（7）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から、監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいて

は、取締役の指揮命令を受けないものとしております。

（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、会社の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要

会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けております。
取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生し、又は発生するおそれがあ

るとき、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告
すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に遅滞なく報告しております。
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（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の財務報告の信頼性確保のため、社長の指示のもと、内部統制システムの構築を行

い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、社内規
程及び関係法令等との適合性を確保します。また、法令等に定める情報の開示について適切
な開示のための体制を整備します。

（10）反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を制

定し、その中で反社会的勢力への対応を定めており、事業活動を行う際は、法令や社会規範
を遵守し、社会秩序や健全な事業活動を阻害する個人、団体とは関わりを持たないことを基
本的な考え方としております。
この基本的な考え方に基づき、組織としての対応を心掛けるとともに、顧問弁護士等との

連携を密にし、反社会的勢力に関する情報共有を行い、関係を遮断排除しております。

（11）その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、内部監査室と内部監査計画について協議するとともに、内部監査結果や指摘事

項等について意見交換を行い、常に連携を密にしております。また、代表取締役社長との定
期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
（1）取締役の職務執行

当事業年度において、取締役会は20回開催しており、経営上の意思決定を行っておりま
す。また、取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則って行動するよう
徹底しております。

（2）監査役の職務執行
当事業年度において、監査役会は15回開催しており、監査役相互による意見交換が行わ

れております。また、監査役は取締役会を含む重要な会議への出席のほか、内部監査室との
間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の職務執行を監査しております。

（3）リスク管理及びコンプライアンス
当社はリスクの軽減、予防及び迅速な対応のため、リスク管理規程及び内部通報制度規程

等を制定し、リスクマネジメント体制の強化を推進しております。
また、リスク管理委員会を設置し、経営層と現場との間で、リスク情報の疎通が適切に行

われるような体制を備えております。さらに、従業員に対してはコンプライアンスに関する
教育を実施することにより、意識向上に取り組んでおります。
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
そ の 他

12,726,158
5,812,420
446,310

2,895,814
1,434,375
1,236,239
862,473
33,158
5,366

4,463,992
2,787,704
1,182,556
44,097
212,061
4,580
62,736

1,256,079
25,591
82,497
450

79,912
2,134

1,593,790
488,131

130
19,430
2,783

312,306
147,078
603,579
20,350

流 動 負 債 4,962,623
支 払 手 形 1,177,887
買 掛 金 931,382
リ ー ス 債 務 14,323
未 払 金 15,093
未 払 費 用 689,700
未 払 法 人 税 等 990,605
未 払 消 費 税 等 368,457
前 受 金 604,742
工 事 損 失 引 当 金 101,588
製 品 保 証 引 当 金 19,913
そ の 他 48,927

固 定 負 債 740,130
リ ー ス 債 務 14,115
長 期 未 払 金 496,627
退 職 給 付 引 当 金 194,691
資 産 除 去 債 務 34,697

負 債 合 計 5,702,753
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 11,341,679
資 本 金 1,105,524
資 本 剰 余 金 957,410
資 本 準 備 金 957,410

利 益 剰 余 金 9,395,410
利 益 準 備 金 35,750
そ の 他 利 益 剰 余 金 9,359,660
別 途 積 立 金 50,000
繰 越 利 益 剰 余 金 9,309,660

自 己 株 式 △116,665
評価・換算差額等 145,717
その他有価証券評価差額金 145,589
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 128

純 資 産 合 計 11,487,397
資 産 合 計 17,190,150 負債・純資産合計 17,190,150
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損 益 計 算 書
（2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 19,435,433
売 上 原 価 13,260,074

売 上 総 利 益 6,175,358
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,082,417

営 業 利 益 4,092,941
営 業 外 収 益

受 取 利 息 146
受 取 配 当 金 11,569
受 取 保 険 金 5,020
不 動 産 賃 貸 料 2,817
作 業 く ず 売 却 益 48,148
違 約 金 収 入 52,575
そ の 他 4,278 124,556

営 業 外 費 用
債 権 売 却 損 15,557
為 替 差 損 2,280
株 式 交 付 費 402
そ の 他 963 19,204
経 常 利 益 4,198,292
税 引 前 当 期 純 利 益 4,198,292
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,385,435
法 人 税 等 調 整 額 △28,031 1,357,403
当 期 純 利 益 2,840,888
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株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1,082,117 934,116 934,116 35,750 50,000 6,862,989 6,948,739
当期変動額
新株の発行 23,407 23,293 23,293 −
剰余金の配当 − △394,217 △394,217
自己株式の取得 − −
当期純利益 − 2,840,888 2,840,888
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − −

当期変動額合計 23,407 23,293 23,293 − − 2,446,670 2,446,670
当期末残高 1,105,524 957,410 957,410 35,750 50,000 9,309,660 9,395,410

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △104 8,964,868 158,801 △92 158,709 9,123,577
当期変動額
新株の発行 46,701 − 46,701
剰余金の配当 △394,217 − △394,217
自己株式の取得 △116,561 △116,561 − △116,561
当期純利益 2,840,888 − 2,840,888
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − △13,212 220 △12,991 △12,991

当期変動額合計 △116,561 2,376,810 △13,212 220 △12,991 2,363,819
当期末残高 △116,665 11,341,679 145,589 128 145,717 11,487,397
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ……償却原価法（定額法）
関係会社出資金 ……移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない
株式等以外のもの

……時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法により算定）

市場価格のない
株式等

……移動平均法による原価法

② デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
デリバティブ……時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料………………総平均法
仕掛品………………個別法
貯蔵品………………最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産……………定率法
（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ６〜50年
構築物 ７〜20年
機械及び装置 12年

② 無形固定資産……………定額法
（リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
③ リース資産 ……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

② 工事損失引当金…………受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において未引渡の工事
のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる
ものについて、損失見込額を計上しております。

③ 製品保証引当金…………販売した製品に係る保証費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の実績
率を基礎として計上しております。

④ 退職給付引当金…………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以
下のとおりであります。
a.退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。

b.数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌期から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社は、主として荷物用エレベーターの製造・販売、据付及び保守・修理を行っております。顧客との契

約から生じる収益に関する主要な売上高の種類別の主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の
時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりです。
① エレベーターの
設置

…………設置に係る工事契約を締結しております。当該契約については、一定の期間に
わたり履行義務が充足されると判断しており、当該工事の着工日より、履行義
務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各
報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される見積工事原価の総額
に占める割合（インプット法）に基づいて行っております。

② エレベーターの
保守

…………安全かつ良好な運転状態を保つことを目的とした保守・点検契約を締結してお
ります。当該契約については、契約期間中に均一のサービスを提供するもので
あるため、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、顧客に
保守サービスを提供する期間に応じて収益を認識しております。

③ エレベーターの
修理

…………保守サービスによって性能低下を確認した機器の取替、オーバーホール、原状
回復等の修理については、一時点で履行義務が充足されると判断しており、修
理を完了した時点で収益を認識しております。

（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法……株式交付費を支出時に全額費用処理しております。
② ヘッジ会計の方法 ……繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替

予約については振当処理によっております。
a.ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・原材料輸入にかかる外貨建仕入債務又はその予定取引

b.ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部要領によ
り、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行って
おります。

c.ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の負債又はその予定取引は、同一通貨、同一期日で
あり、重要な条件が完全に一致していることから、有効性の判定は省略して
おります。
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２．会計上の見積りに関する注記
（1）工事損失引当金
① 当事業年度の計算書類に計上した金額 101,588千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
顧客より受注済みの工事案件のうち、翌事業年度以降に損失の発生が見込まれ、かつ、当該損失を合理的

に見積ることが可能なものについては、将来の損失に備えるため翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額
を工事損失引当金として計上しております。
工事損失引当金の見積りは、契約毎にプロジェクトの進行を通じてリスク管理を行い、見積工事原価の総

額が請負金額を上回ると予想される場合、引当金が必要となります。また、将来、見積工事原価総額の見積
りの前提条件（案件の仕様や材料価格等）により追加引当金が発生する可能性があり、翌事業年度に係る計
算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（2）一定の期間にわたり収益を認識した設置工事高
① 当事業年度の計算書類に計上した金額 2,678,627千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
エレベーターの設置は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、履行義務の充足に係

る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価
が、予想される見積工事原価の総額に占める割合（インプット法）に基づいて行っております。
将来、見積工事原価総額の見積りの前提条件（案件の仕様や施工条件等）の変更により進捗度が増減する

可能性があり、翌事業年度に係る計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産 ①建物 200,811千円

②構築物 2,252千円
③土地 909,500千円
計 1,112,564千円

対応債務 −千円

上記の他に、輸出した製品に係るパフォーマンス・ボンド(契約履行保証状)の担保と
して、定期預金7,722千円を差し入れております。

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,098,131千円

（3）当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。
当座貸越限度額及び貸出
コミットメントの総額 2,150,000千円

借入実行残高 −千円

（4）受取手形割引高 受取手形割引高 2,394千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 17,509,000 124,300 − 17,633,300
（変動事由の概要）

新株予約権の権利行使による新株発行に伴う増加 114,000株
新株発行による増加 10,300株

（2）自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 100 50,092 − 50,192
（変動事由の概要）

取締役会決議による立会外買付取引に伴う増加 50,000株
単元未満株式の買取りによる増加 92株

（3）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会 普通株式 218,861 12.5 2024/03/31 2024/06/28

2024年11月11日
取締役会 普通株式 175,356 10.0 2024/09/30 2024/12/10

（4）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 492,327 28.0 2025/03/31 2025/06/27

（5）当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数
普通株式 95,000株
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
工事損失引当金 31,065千円
長期未払金 156,288 〃
土地 75,782 〃
未払賞与 131,449 〃
棚卸資産評価損 81,767 〃
未払事業税 50,068 〃
退職給付引当金 61,269 〃
その他 28,598 〃

繰延税金資産小計 616,290千円
評価性引当額 △232,071 〃
繰延税金資産合計 384,219千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △66,286千円
その他 △5,625 〃

繰延税金負債合計 △71,912千円
繰延税金資産純額 312,306千円

６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、エレベーターの製造、販売及び保守事業を行うために必要な設備資金を、主に自己資金により

手当てしております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借
入により調達しております。なお、デリバティブ取引は、仕入債務の為替変動リスクを回避する目的で利
用し、投機的な取引は行わない方針です。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は与信管理規程に

基づいて新規取引開始時に与信審査を行うとともに、発生した営業債権については、残高及び回収状況を
毎月管理して取引先の信用状況の適時な把握を図っております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式
であり、市場価格の変動に晒されております。当社は時価を定期的に把握するとともに、取引先との関係
を考慮して保有状況を定期的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日が１年以内であり、短期間に決済されるものです。こ

れらの負債に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できないリスク）については、経理部門が毎月
資金繰り計画を更新することによって管理しております。また、これらの一部は、国外からの外貨建て仕
入債務であり、為替変動リスクに晒されていますが、経理部門がデリバティブ取引によりリスク管理をし
ております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）
（1）投資有価証券

満期保有目的の債券 30,000 29,347 △653
その他有価証券 457,131 457,131 −

資産計 487,131 486,478 △653
（1）デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されている
もの 185 185 −

デリバティブ取引計 185 185 −
① 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形」「買掛金」「未払法人税等」については、短期間で決

済されるため、時価が簿価に近似するものであることから、記載を省略しております。
② デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
③ 市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表

計上額は以下のとおりです。

区分 貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 1,000
関係会社出資金 19,430
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（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル1 レベル２ レベル３ 合計

（1）投資有価証券

その他有価証券

株式 457,131 − − 457,131

（2）デリバティブ取引

通貨関連 − 185 − 185

資産計 457,131 185 − 457,317

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル1 レベル２ レベル３ 合計

（1）投資有価証券

満期保有目的の債券

国債・地方債等 − 29,347 − 29,347

資産計 − 29,347 − 29,347
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※時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が低く、活
発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引先金融機関から提示される価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分
類しております。

７. 賃貸等不動産に関する注記
該当事項はありません。

８．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

顧客との契約から生じる収益を売上高の種類別に分解した情報は次のとおりです。
(単位：千円)

エレベーター
（船舶用を除く）

船舶用
エレベーター 保守・修理 合計

一時点で履行義務が充足する
財又はサービス 23,984 253,794 4,086,032 4,363,811
一定の期間にわたり履行義務
が充足する財又はサービス 9,479,257 683,858 4,908,505 15,071,621

顧客との契約から生じる収益 9,503,241 937,653 8,994,538 19,435,433

売上高 9,503,241 937,653 8,994,538 19,435,433

（2）収益を理解するための基礎となる情報
１.重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準に同一の内容を記載しているた
め、注記を省略しております。
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（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
当事業年度における顧客との契約から計上された売上債権、契約資産及び契約負債（前受金）の期首及

び期末の残高は下記のとおりです。
契約資産の増減は、主として収益認識（契約資産の増加）と、売上債権への振替（同、減少）により生

じたものであります。また、契約負債の増減は、支払条件による前受金の受領（契約負債の増加）と、収
益認識（同、減少）により生じたものであります。

(単位：千円)
当事業年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

受取手形 62,913 446,310

売掛金 2,801,496 2,895,814

計 2,864,410 3,342,125

契約資産 1,275,207 1,434,375

契約負債 320,800 604,742
② 残存履行義務に配分した取引価格
未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、当事業年度末時点で15,978,076千円であります。当履行

義務は主にエレベーターの設置におけるものであり、期末後、概ね１年以内に80％、残り20％がその後2
年以内に収益として認識されると見込んでおります。
なお、保守による履行義務は時の経過とともに収益に認識されるため、修理による履行義務は予想され

る期間が１年以内であるため、上記履行義務の金額に含んでおりません。

９. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 653円32銭
（2）１株当たり当期純利益 162円13銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月23日
守谷輸送機工業株式会社
取締役会 御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鹿 島 寿 郎

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 谷 績

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、守谷輸送機工業株式会社の2024年４月１

日から2025年３月31日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第78期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月26日
守谷輸送機工業株式会社 監査役会
常勤監査役 松 葉 敏 宏 ㊞

監査役（社外監査役） 垣 内 晃 ㊞

監査役（社外監査役） 脇 阪 守 ㊞
（注）垣内晃、脇阪守は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以上
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■ 京浜急行「金沢八景駅」乗り換え
横浜シーサイドライン「産業振興センター駅」下車 出口２より徒歩１分

■ J R「新杉田駅」乗り換え
横浜シーサイドライン「産業振興センター駅」下車 出口２より徒歩１分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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